
不在者投票宣誓書兼請求書 

【不在者投票事由（該当する番号を○で囲んでください。）】 

１ 仕事，学業，その他(                           )に従事 

２ 用事，旅行，レジャー等のため，投票区の区域以外又は他市区町村に外出・滞在 

３ 病気やけが，妊娠，身体障がい等により外出が困難 

４ （欠番） 

５ 住所移転のため他の市区町村に居住（備考欄及び注意事項３をご覧ください）

６ 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

【↓区名を記入してください。】 

（あて先）新潟市      区選挙管理委員会委員長

請求日 令和 ４年  月   日

交付日

到着日

・ ・

・ ・

請求方法 直・郵

交付方法 直・郵

送致方法 直・郵

私は， 新 潟 県 知 事 選 挙 の当日，次の不在者投票事由に該当する見込

みであることを誓い，投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 西暦 ・ 大正 ・ 昭和 ・平成     年   月   日

選挙人名簿に記載

されている住所
新潟市    区

連絡先電話番号
（日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。）

投票用紙等送付先（マンション・アパート等は，部屋番号も記入してください。）

〒   －   

備考
都道府県の選挙（知事・議員）の投票用紙等の交付の請求にあたり， 
公職選挙法施行令第５０条第５項の規定に基づき同一都道府県内に引き続き住所を有するこ

との確認を申請します（注意事項３参照）。申請する場合は右欄にレ点を記すこと。

申請

する

□

投票 区 ページ 番 号

点字

船員

選挙管理委員会処理欄

兼引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための申請書



注 意 事 項 

１ 別紙「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上，選挙人名簿に記載されている

住所の市区町村（住所地）の選挙管理委員会に郵便等で送付してください。 

「ファックス」や「電子メール」では受け付けできません。

２ 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書在中封筒を簡易書留で「投票用紙等送付先」に

郵送します。 

投票用紙等が届きましたら，滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。 

滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票をしていただきます。 

投票済みの投票用紙は滞在先の市区町村選挙管理委員会が速達で選挙人名簿に記載されて

いる住所の市区町村（住所地）の選挙管理委員会に郵送します。 

※ 自宅などで投票用紙に記入したり，不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票する

ことができなくなります。 

３ 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は，転出した場合（住民票を異動した場合），そ

の選挙権は失われますが，「都道府県の選挙（知事・議員）」については，同一都道府県内へ

の転出に限って，その選挙権は失われません。ただし，「Ａ．引き続き同一都道府県内に住所

を有していることを証するに足る文書の提示」か，または「Ｂ．名簿登録のある市区町村の

選挙管理委員会委員長に対し引き続き同一都道府県内に住所を有していることの確認申請」

が必要であり，この様式では，□に✔印を入れていただくことで，Ｂの確認申請ができるよ

うにしています。 

※ 自宅などで投票用紙に記載したり，不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票する

ことができなくなります。 

※ 滞在地による不在者投票を取りやめたり、別の場所に変更する場合は、速やかに選挙管理

委員会にご連絡ください。 

  投票用紙等がすでに発送済みの場合は，その投票用紙等を返却しない限り投票することが

できません。 

○問い合わせ先・投票用紙等の請求先

選挙管理委員会 所 在 地 電 話 

新潟市北区 
選挙管理委員会 

〒９５０－３３９３ 
新潟市北区東栄町１－１－１４ 

０２５－３８７－１１０５ 

新潟市東区 
選挙管理委員会 

〒９５０－８７０９ 
新潟市東区下木戸１－４－１ 

０２５－２５０－２７１０ 

新潟市中央区 
選挙管理委員会 

〒９５１－８５５３ 
新潟市中央区西堀通６－８６６ 

０２５－２２３－７０８６ 

新潟市江南区 
選挙管理委員会 

〒９５０－０１９５ 
新潟市江南区泉町３－４－５ 

０２５－３８２－４５９７ 

新潟市秋葉区 
選挙管理委員会 

〒９５６－８６０１ 
新潟市秋葉区程島２００９ 

０２５０－２５－５４６０ 

新潟市南区 
選挙管理委員会 

〒９５０－１２９２ 
新潟市南区白根１２３５ 

０２５－３７２－６４２１ 

新潟市西区 
選挙管理委員会 

〒９５０－２０９７ 
新潟市西区寺尾東３－１４－４１ 

０２５－２６４－７１１２ 

新潟市西蒲区 
選挙管理委員会 

〒９５３－８６６６ 
新潟市西蒲区巻甲２６９０－１ 

０２５６－７２－８１２９ 



不在者投票宣誓書兼請求書 

【不在者投票事由（該当する番号を○で囲んでください。）】 

１ 仕事，学業，その他(                           )に従事 

２ 用事，旅行，レジャー等のため，投票区の区域以外又は他市区町村に外出・滞在 

３ 病気やけが，妊娠，身体障がい等により外出が困難 

４ （欠番） 

５ 住所移転のため他の市区町村に居住（備考欄及び注意事項３をご覧ください）

６ 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

【↓区名を記入してください。】 

（あて先）新潟市 〇  〇 区選挙管理委員会委員長

請求日 令和 ４年  月   日

交付日

到着日

・ ・

・ ・

請求方法 直・郵

交付方法 直・郵

送致方法 直・郵

私は， 新 潟 県 知 事 選 挙 の当日，次の不在者投票事由に該当する見込

みであることを誓い，投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

フ リ ガ ナ ○○○○    ○○○○ 

○ ○   ○ ○氏 名

生 年 月 日 西暦 ・ 大正 ・ 昭和 ・平成     年   月   日

選挙人名簿に記載

されている住所
新潟市 ○○区 ○○町 ○－○－○

連絡先電話番号
（日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。）

○○○－○○○○－○○○○

投票用紙等送付先（マンション・アパート等は，部屋番号も記入してください。）

〒○○○－○○○○

○○県○○市○○町○―○―○ ○○マンション第○－○号

備考
都道府県の選挙（知事・議員）の投票用紙等の交付の請求にあたり， 
公職選挙法施行令第３４条の３の規定に基づき同一都道府県内に引き続き住所を有すること

の確認を申請します（注意事項３参照）。申請する場合は右欄にレ点を記すこと。

申請

する

レ

投 票 区 ページ 番 号

点字

船員

選挙管理委員会処理欄

兼引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための申請書

記載例 


